
 

 

宮城県監査委員告示第２５号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により報告した定期監査結

果について，宮城県知事から同条第１２項の規定により下記の措置を講じた旨の通知があった

ので，同条同項の規定に基づき公表する。 

 

  平成１９年３月３０日 

 

                         宮城県監査委員 菊 地   浩 

                         宮城県監査委員 藤 原 範 典 

                         宮城県監査委員  阿 部   徹 

                         宮城県監査委員  谷地森 涼 子 

 

 

１ 監査委員の報告日 

  平成１９年２月９日 

２ 通知のあった日 

  宮城県知事     平成１９年３月１４日 

３ 監査委員の報告の内容及び措置の内容 

（１）消防課 

  イ 監査委員の報告の内容 

   所管地方機関（大河原地方振興事務所・仙台地方振興事務所・栗原地方振興事務所）

において，手数料に係る収入証紙の過貼付が認められたので，今後再発しないよう適切

な指導を図られたい。 

（内容） 

「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に基づく貯蔵施設等の

完成検査に係る手数料について，所管地方機関に手数料条例の解釈を誤って指導し，納

入者に収入証紙を過貼付させていたもの。 

・過貼付件数  １４件（平成１２～１７年度） 

  ・過貼付額   １５４，８００円（時効分を除く１０６，４００円については償還済） 

  ロ 措置の内容 

   ・判明後直ちに地方振興事務所に対し，本件概要と正しい事務取扱いについて周知した。 

   ・時効前の案件については，地方振興事務所を通じ該当者に事情を説明，償還を行った。 

   ・ホームページの該当部分を分かりやすい表現に改善した。 

   ・事務処理要領の該当部分に，誤った判断に陥らないよう，より詳しい説明を加えた。 



 

 

   ・時効となった案件については，消防課で該当者を訪問，事情を説明の上謝罪した。 

（２）塩釜県税事務所 

  イ 監査委員の報告の内容 

  県税において，納税催告や財産差押を実施するとともに，市町の協力を得て勤務先調

査を行い，給与差押予告書を送付するなど収入未済を解消する努力がみられるが，なお，

収入未済があったので，さらに適切な徴収対策を講じ，税収の確保に努められたい。  

    （内容） 

    ・平成１７年度収入未済額 

      現年度分   １２２，９５４，１５６円 

      過年度分   ３５１，８６４，２３０円 

       合  計   ４７４，８１８，３８６円 

    ・平成１６年度収入未済額 

      現年度分   １３１，８５５，６１６円 

      過年度分   ４６９，９２１，５０６円 

        合  計   ６０１，７７７，１２２円 

  ロ 措置の内容 

    徹底した財産調査の早期着手による滞納処分の一層の強化と促進により，県税債権の

確保と滞納額の縮減を図ることとした。 

（３）大崎県税事務所 

  イ 監査委員の報告の内容 

   県税において，納税催告や財産差押を実施するとともに，毎月最終木曜日に夜間窓口

を設置し，不納欠損予定事案検討会を毎月開催するなど収入未済を解消する努力がみら

れるが，なお，収入未済があったので，さらに適切な徴収対策を講じ，税収の確保に努

められたい。 

    （内容） 

・平成１７年度収入未済額 

現年度分   １３２，３１７，９２０円 

過年度分   ３６１，２８７，６７９円 

合  計   ４９３，６０５，５９９円 

・平成１６年度収入未済額 

現年度分   １３８，３８５，５４９円 

過年度分   ３９１，８５８，３１４円 

合  計   ５３０，２４３，８６３円 

  ロ 措置の内容 

    徹底した財産調査の早期着手による滞納処分の一層の強化と促進により，県税債権の

確保と滞納額の縮減を図ることとした。 



 

 

（４）登米県税事務所 

  イ 監査委員の報告の内容 

  県税において，納税催告や財産差押を実施するとともに，登米市との連絡協議会を開

催し，共同して催告通知と徴収を実施するなど収入未済を解消する努力がみられるが，

なお，収入未済があったので，さらに適切な徴収対策を講じ，税収の確保に努められた

い。 

    （内容） 

    ・平成１７年度収入未済額 

     現年度分    ５１，０１３，５０４円 

      過年度分   １１５，０１５，５０５円 

       合  計   １６６，０２９，００９円 

    ・平成１６年度収入未済額 

      現年度分    ５５，４７７，５９２円 

      過年度分   １２２，６４３，２４０円 

        合  計   １７８，１２０，８３２円 

  ロ 措置の内容 

    徹底した財産調査の早期着手による滞納処分の一層の強化と促進により，県税債権の

確保と滞納額の縮減を図ることとした。 

（５）気仙沼県税事務所 

  イ 監査委員の報告の内容 

  県税において，納税催告や財産差押を実施するとともに，管内市町と共同して催告通

知と徴収を実施するなど収入未済を解消する努力がみられるが，なお，収入未済があっ

たので，さらに適切な徴収対策を講じ，税収の確保に努められたい。 

    （内容） 

・平成１７年度収入未済額 

現年度分    ６１，６０３，４４５円 

過年度分   １５９，２８９，１２６円 

合  計   ２２０，８９２，５７１円 

・平成１６年度収入未済額 

現年度分    ５６，５１２，８３８円 

過年度分   １６６，００３，８６９円 

合  計   ２２２，５１６，７０７円 

  ロ 措置の内容 

    徹底した財産調査の早期着手による滞納処分の一層の強化と促進により，県税債権の

確保と滞納額の縮減を図ることとした。 

（６）大崎保健福祉事務所 



 

 

  イ 監査委員の報告の内容 

   過誤払返納金において，滞納者との折衝を行っていないものが認められたので，今後

再発しないよう対策を講じられたい。 

    （内容） 

生活保護を廃止している滞納者との折衝を行っていなかったもの。 

・件数及び金額 ３件 １６６，５９４円 

  ロ 措置の内容 

    平成１８年１１月１日付けで当所に未収債権回収チームを設置し，未納者に対する督

促等納入促進を図っている。 

    指摘の３件についても，同チーム員による家庭訪問（平成１９年１月以降４回）の上，

納入促進を実施した。 

    今後については，生活保護を廃止した者についても，納期限前に家庭訪問し，納期内

の納入方について，指導していく。 

（７）中央地域子どもセンター 

  イ 監査委員の報告の内容 

  民生費負担金（児童福祉費）において，電話による督促や家庭訪問を実施するなど収

入未済を解消する努力がみられるが，なお，収入未済があったので，さらに収納促進と

適切な債権管理を図られたい。 

    （内容） 

・平成１７年度収入未済額 

現年度分   ６，０１０，７８０円 

過年度分  １６，８５５，９２０円 

合  計  ２２，８６６，７００円 

・平成１６年度収入未済額 

現年度分   ５，３３６，９７０円 

過年度分  １６，０７５，６１０円 

合  計  ２１，４１２，５８０円 

  ロ 措置の内容 

    （対応策） 

    １ 市町村との連携を強化し，新規滞納者の防止に努めていく。 

     ① 施設入所時に保護者の費用負担について十分な説明を行い，その同意を求め，

納入意識の啓発と納入義務の意識付けに努めていく。 

     ② 納入滞納者に対しては，初期段階での速やかな督促と，電話等による督促を徹

底して行い，市町村の協力を得ながら，家庭訪問による納入指導もしていく。 

    ２ 未納家庭の実態調査を行い，未納原因の究明を図り，納入実現への指導に努めて

いく。 



 

 

    ３ 地区担当員と連携を図り，年金や賞与等の受給時期に滞納者への訪問指導を強化

し，納入促進に努めていく。 

    （処理状況） 

     上記１～３に基づき収入未済額の減少に努力した。特に長期滞納者，多額未納者の 

収納に重点を置き，納入指導にあたった結果，数年ぶりに納入再開する者が４件，完

納者も１２件となった。 

（８）農産園芸課 

  イ 監査委員の報告の内容 

   業務委託契約において，仕様書と業務完了報告書の内容が整合せず，適切に検収を行

っていないことが認められたので，今後再発しないよう対策を講じられたい。 

（内容） 

委託業務の完了が契約期間終了後となったにもかかわらず業務完了報告書の受理日を

遡及し，業務完了を前提とした不適切な検収が行われたもの。 

・委託業務名  平成１７年度園芸新品種種苗生産作業業務 

   ・委託金額   ３，５０１，７５０円 

  ・委託期間   平成１７年６月２１日～平成１７年１０月３１日 

  ロ 措置の内容 

    平成１８年度にも同様の業務委託契約を行っており，前年度の反省を踏まえ，業務委

託契約の仕様書の内容について委託先と充分に相互理解を図り実施した。 

   ・委託期間：平成１８年７月３日～１０月３１日 

   ・契約日：平成１８年７月３日 

   ・業務報告受理日：平成１８年１０月３１日 

   ・検収日：平成１８年１１月７日 

   ・検収場所：農産園芸課 

    作業日誌と製品数量の確認・検収を行った。 

（９）美術館 

  イ 監査委員の報告の内容 

    所得税の未徴収による，加算税及び延滞税の発生が認められたので，今後再発しない

よう対策を講じられたい。 

   （内容） 

・源泉徴収税額  １，２４０，０２５円（平成１３年９月分～平成１７年３月分） 

   ・加算税        ９６，０００円 

   ・延滞税        ３４，０００円 

  ロ 措置の内容 

    平成１３～１６年度に開催した展覧会における個人と行った委託契約の源泉所得税の

徴収について，誤った取扱いをしていたことから国税当局に指摘を受け，源泉徴収義務 



 

 

者として源泉徴収漏れ分を修正申告し，歳出予算を組み自主納税した。 

    委託契約において，個人と法人の税法上の取扱いが異なることを十分理解しないで事

務処理していたために発生した誤りであったことから，今後は税法令の規定を遵守する

よう定期的に勉強会等を開催し，所属内でのチェック体制を図り，適正な事務処理に努

めるよう職員に対し指導していく。 

（１０）石巻商業高等学校 

  イ 監査委員の報告の内容 

  光熱水費において，調定遺漏が認められたので，今後再発しないよう対策を講じられ

たい。 

（内容） 

    食堂の子メーターの検針を毎月行っていたにも係わらず，調定を行わなかったもの。 

   ・調定遺漏額（電気料） ２４２，００３円 

         （水道料）  ７０，６６２円 

         （ 計 ） ３１２，６６５円 

  ロ 措置の内容 

    平成１８年４月１０日に，平成１７年度の食堂の光熱水費について，全く調定をして

いなかったことが判明したことから，平成１８年度の歳入として一括調定した。 

    今後は，子メーターの検針及び調定事務については，常に複数で確認し，調定漏れが

無いように努める。また，定期的に関係書類を点検することにより，適正な事務処理

に努める。 

 

 


